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公表猶予した企業に対して平成21年度に実施した指導及び
平成21年度における公表を前提とした特別指導の概要

(1) 対象企業

下記①、②に該当する合計２３社
① 平成20年３月28日に企業名公表を猶予した３社
② 平成21年度における公表を前提とした特別指導の対象である２０社

(2) 対象企業の代表者に対する指導の実施

対象企業を管轄する公共職業安定所長から、対象企業の代表者に対し、障
害者の雇用に関する事業主の責務、障害者の雇用の現状、これまでの雇用率
達成指導の経緯等について十分説明の上、求職情報の提供、面接会への参加
勧奨等を行いつつ、雇用義務を達成するよう再度の指導をきめ細かく実施し
た。これと併せて、必要に応じて都道府県労働局幹部による訪問指導等を行
った。

加えて、取組が遅れている対象企業に対しては、厚生労働省に来省を求め
て指導を行い、これを踏まえて、労働局及び公共職業安定所においても引き
続きの指導を行った。

(3) 指導事項
① 上記(1)の①の企業については計画終期（平成21年12月31日現在）にお

いて、上記(1)の②の企業については特別指導終了後（平成22年１月１日
現在）において、少なくとも平成20年の全国平均実雇用率（1.59％）を上
回るよう指導を行った。

② 上記(1)の①の企業については、上記①の指導基準を満たしていない企
業を公表することとした。

③ 上記(1)の②の企業については、①の指導の結果を踏まえ、下記Ａ・Ｂ
のいずれにも該当せず、最終的に行政指導の効果が見込まれないと判断さ
れた場合に、公表を実施することとした。

Ａ 上記①の指導基準を満たしたこと。

Ｂ 下記イ～ハのいずれかに該当すること。

イ 障害者雇用に関する次のａ～ｅの取組をすべて実施し、その結果、
一定の実雇用率（1.2％）を上回ること。
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a 障害者の採用及び職場定着のための社内検討体制を整備し、その
検討を行い、職務再設計等障害者雇用率を達成するための結論が出
ていること。

b 特別枠の設定による障害者の常時受入れ体制を整備し、具体的な
求人活動が行われていること。

c 障害者雇用についての理解を促進するための社内研修の充実が図
られていること。

d 障害者雇用のための施設設備の改善等が行われていること。
e 法定雇用率を平成22年１月１日から３年以内に達成する雇入れ計
画を作成していること。

ロ 特例子会社の設立を、平成22年１月１日から１年以内に実現するた
めの具体的な取組を行うこと。

ハ 直近の障害者の雇用の取組の状況から、速やかに行政指導の効果が
期待でき、かつ、実雇用率が全国平均実雇用率以上となると判断でき
るものであること。

④ 上記③のＢに該当する企業については、初回の公表に限り公表を猶予する
こととするものであり、引き続き、都道府県労働局及び公共職業安定所にお
いて、公表を前提とした指導を行う。

(4) 指導の結果

① 上記(1)の①の企業に対する指導の結果（１０ページ表２参照）については、
対象企業３社とも改善が認められた。

② 上記(1)の②の企業に対する指導の結果（１１ページ表２参照）については、
対象企業２０社のうち１５社については改善が認められた。

本資料の１ページに記載した５社については、特別指導期間終了後の平成
22年１月１日現在において、上記(3)の③の基準を満たさなかったため、法第
47条の規定に基づき公表することとした。

(5) 今後の指導

公表企業（再公表企業含む）及び公表を猶予した企業に対しては、今後も引
き続き、雇用率達成に向けた指導を実施する。
また、全国平均実雇用率を上回ったものの雇用義務を達成するには至ってい

ない企業についても、雇用義務を早急に達成するよう、引き続き指導を実施す
る。
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１．平成20年３月公表猶予企業に対する指導の状況

（表１） 対象企業の状況

規
模
別

1,000人以上規模企業 １社

1,000人未満規模企業 ２社

産

業

別

情報通信業 １社

卸売業，小売業 １社

学術研究、専門・技術サービス業 １社

合 計 ３社

(表２) 指導の結果

雇用義務を達成した企業 ２社

全国平均実雇用率（1.5９％）を上回った企業 １社

公表に至った企業 ０社

合 計 ３社

（注）上表の結果については、平成21年12月31日以降も未達成企業に対する指導

を行ったことによる直近の状況による。

（表３） ３社全体の実雇用率の推移

H18.6.1 H19.6.1 H20.6.1 H21.6.1 H21.12.31

０．７３％ ０．７０％ １．５１％ １．４９％ １．７１％
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２．公表を前提とした特別指導の状況

（表１） 対象企業の状況

規
模
別

1,000人以上規模企業 １社

1,000人未満規模企業 １９社

産

業

別

建設業 １社

製造業 １社

情報通信業 ６社

卸売業，小売業 ８社

不動産業，物品賃貸業 １社

学術研究、専門・技術サービス業 ０社

宿泊業，飲食サービス業 ０社

生活関連サービス業，娯楽業 ２社

教育、学習支援 ０社

医療・福祉 ０社

サービス業（他に分類されないもの） １社

合 計 ２０社

(表２) 特別指導の結果

雇用義務を達成した企業 ９社

全国平均実雇用率（1.5９％）を上回った企業 ５社

雇用改善のための所定の取組を実施し、か

つ、一定の雇用率（1.2％）を上回った企業（注 2） ０社 （公表猶予）

特例子会社の設立を行った企業 ０社 （公表猶予）

速やかに行政指導の効果が期待でき、か

つ、実雇用率が全国平均実雇用率以上とな

ると判断できるもの

１社

（公表猶予）

公表に至った企業 ５社 （公 表）

合 計 ２０社

（注１）上表の結果については、平成22年１月１日以降も未達成企業に対する指導を
行ったことによる直近の状況による。

（注２）「所定の取組」とは、以下のものをいう(9ページ参照)。
ａ 社内検討体制の整備と職務再設計等
ｂ 具体的な求人活動
ｃ 社内研修の実施
ｄ 施設設備の改善等
ｅ 法定雇用率を達成する雇入れ計画の作成

（表３） ２０社全体の実雇用率の推移

雇入れ計画始期 H19.6.1 H20.6.1 H21.6.1 H22.1.1

公表 ５社 ０．３５％ ０．４２％ ０．４２％ ０．４８％ ０．４３％

他 １５社 ０．５７％ ０．４８％ ０．６５％ １．０９％ １．４６％

計 ０．５２％ ０．４６％ ０．６０％ ０．９４％ １．２２％

引き続き、法定
雇用率達成に向
けた指導を実施


